
　就職や被扶養者の認定となったことにより、国民健
康保険から社会保険に変わった場合は必ず届け出が
必要です。届け出をされるまでは国民健康保険税もか
かり続けますので速やかにお手続きをお願いします。
　また、社会保険を喪失した場合（会社をやめた・扶
養から外れた場合など）には、自動的に国民健康保険
の加入にはなりません。国民健康保険に加入される場
合は、下記の書類をお持ちのうえ、住民課へ届け出を
行ってください。扶養の方も加入される場合は、扶養
の方全員の名前が記載された証明書が必要です。

【社会保険に加入したときの届け出に必要なもの】
・社会保険資格確認書、または資格取得証明書等
・届け出に来庁される方の身分証明書
【国民健康保険に加入するときの届け出に必要なもの】
・�資格喪失証明書または離職票（扶養の方も加入
する場合は資格喪失証明書が必要です）
・届け出に来庁される方の身分証明書

　九重町国民健康保険の加入者が町外へ転出し
た場合、転出先の国民健康保険に加入する必要
があります。ただし、修学のため町外に住所を定め
転出する場合、「学生特例」が適用され、申請によ
り九重町の国民健康保険に引き続き加入すること
ができます。
　転出先の国民健康保険に新しく加入するか、学
生特例の適用を受けるかを選択のうえ、学生特例
の適用を希望される方は住民課にて申請をお願い
します。

【申請に必要なもの】
・�申請書（ホームページからダウンロードするか窓口
でお渡しできます）
・学生証のコピー、または在学証明書等

●お問い合わせ 
　　　　住民課　☎０９７３－７６－３８０２

●お問い合わせ 
　　　　住民課　☎０９７３－７６－３８０２

社会保険の加入や脱退の際は
手続きが必要です

修学における国民健康保険
被保険者の特例について

　国民年金は、20歳を迎えると全ての方が被保険者となり、保険料を納付しなければなりません。しかし、被保険者が
学生で、所得が一定額以下である場合、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を申請することができます。

学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及
び各種学校（修業年限 1 年以上である課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する学生
等で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。

で計算した額以下

●申請書による申請　�申請書に記入のうえ、役場住民課窓口、又は年金事務所へご提出ください。
　　　　　　　　　　併せて、学生であることを証明する学生証等の写しが必要です。
●電子による申請　�　　�マイナンバーカードをご準備いただき、マイナポータルから手続きを行ってください。学生証等

については画像でアップロードする形となります。
●ハガキによる申請　�前年に保険料納付を猶予されている方で、次年度も在学予定の方へは、4月にハガキ形式の

申請書が届きますので、記入のうえ、返送してください。

申請方法

対象となる方

所得基準のめやす　

学生納付
特例制度の
メリット

・老齢基礎年金を受け取るために必要な期間( 受給資格期間) に算入されます。
・病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができます。

国民年金広場
国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

●お問い合わせ　日田年金事務所　☎０９７３－２２－６１７４
住民課　☎０９７３－７６－３８０２　

１２８万円 ＋（扶養親族の数 × ３８万）＋社会保険料控除等
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　登山シーズンの到来を告げる山開きで、くじゅ
うの春を感じてみませんか。

●日　時 　令和７年４月２０日（日）
　　　　　・11：00～ 万歳三唱
　　　　　・11：10～ 記念ペナント配布
●場　所　 大船山 山頂
●その他　 �少雨決行（中止の場合等、詳細は
               九重町 HPをご確認ください）

●日　時 　令和７年４月２０日（日）
　　　　　・   8：30～ �遭難者追悼回向法要及び安

全祈願祭
　　　　　・11：00～ 記念ペナント配布
●場　所　 天空の大地久住高原ホテル

　マイナンバーカードの申請及び交付について
の時間外窓口を下記の日程で開設します。事前
にご予約のうえ、ぜひご利用ください。
★予約方法
開設日の前開庁日（土日祝日除く）の午前 8時 30 分～午後 5
時までに、住民課（☎ 76‐3802）まで電話でご予約ください。

●お問い合わせ 
　商工観光・自然環境課　☎０９７３－７６－３１５０

●お問い合わせ 
　   住民課　☎０９７３－７６－３８０２

「第７２回くじゅう山開き」
について

マイナンバーカード
時間外窓口のお知らせ（要予約）

★開設予定日

平
　
日

休
　
日

４月 ８日（火）
４月２４日（木）
５月２２日（木）
６月１０日（火）
６月２６日（木）

午後５時～
   午後７時

４月１２日（土）
４月２７日（日）
５月１０日（土）
５月２５日（日）
６月１４日（土）
６月２９日（日）

午前９時～
       正午

山頂行事

遭難者追悼回向法要及び安全祈願祭

ご確認ください！！令和6年度低所得世帯重点支援給付金の支給が始まっています
●お問い合わせ　健康福祉課　☎０９７３－７６－３８２１

【対象世帯】
●令和６年度個人住民税非課税世帯の世帯主
※個人住民税課税者の扶養になっている方や、事業専従者の方のみで構成された世帯を除きます。

【支給方法】
〇申請方法	 �２月中旬より順次支給対象となると思われる世帯へ、支給確認書を簡易書留にて郵送しています。

内容を必ず確認し期日までに返信してください。
　　　　　　　※確認書に基づき再度支給要件を確認しますので確認書が届いても支給できない場合があります。
〇支給金額	 １世帯３万円（１８歳以下の児童１人につき２万円を加算）
〇基 準 日	 令和６年１２月１３日（九重町に住民票のある方）
〇支給方法	 確認書に記載のある口座への振込みを基本とします。
　　　　　　　※�記載されている口座は、令和２年度以降に行われた同様の給付金の受取口座または、マイナンバー

カードに連携している公金受取口座です。支給確認書に口座記載のない方、口座の変更等があっ
た方は通帳と本人確認書類の写しを添付して返送してください。

★�個人住民税の申告をされていない方のいる世帯（18 歳以上は申告が必要）は、令和６年度分の申告をお願い
します。申告後対象世帯に該当すれば給付対象となります。

★ DV等で避難されている方で、対象世帯に該当する方はご相談ください。

九重町
HP
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児童手当のお知らせ
●お問い合わせ　子育て支援課　☎０９７３－７６－３８２８

　制度改正（児童手当の支払月が年６回（偶数月）に変更）に伴い、令和７年４月以降の支払日は下記のとおりとなります。

※支払時に「支払通知書」は送付いたしませんので、通帳等で確認をお願いいたします。

令和７年度から児童手当の支払日が変わります！

　令和６年１２月支給分（１０月、１１月分）から児童手当の制度が改正されました。
　制度改正に伴う申請がお済みでない方は、申請をお願いします。

【申請が必要な方】
①高校生年代の子どもを養育している方（中学生以下の子どもがいない）
②町内に住民登録のない高校生年代の子どもを養育している方
③大学生年代の子どもを養育しており、第３子加算の対象となる方
④現在、所得上限を超過したことで、児童手当を受給していない方
※今回の制度改正で第３子加算の算定方法も変更となっています。
　大学生年代のお子様を正確に把握することはできないため、ご申請いただく必要があります。
※詳しくは九重町ホームページでご確認ください。

【制度改正分の最終手続期限】令和７年３月３１日（月）まで
※�申請期限を過ぎた場合、令和６年１０月分に遡って手当の支給、多子加算の適用はできません。
　（手当の支給・多子加算の適用は、町で受付した月の翌月からとなります。）

制度改正に伴う申請はお済みですか？

　児童手当の必要な届出は事由発生日の翌日から数えて１５日以内に行ってください。届出がない場合や遅れた
場合、手当を受給できない月が発生します。

□子どもが生まれたとき
□他の市町村から転入したとき、他の市町村へ転出したとき
□公務員になったとき、公務員でなくなったとき
□新たに児童を養育するようになったとき、児童を養育しなくなったとき
□その他家庭状況に変更があったとき（詳しくはお問い合わせください）

▶届出が必要な場合

各種届出は出生や転入から１５日以内に！

支払日 該当月

令和７年４月１０日（木） 令和７年２月・３月分

令和７年６月１０日（火） 令和７年４月・５月分

令和７年８月８日（金） 令和７年６月・７月分

令和７年１０月１０日（金） 令和７年８月・９月分

令和７年１２月１０日（水） 令和７年１０月・１１月分

令和８年２月１０日（火） 令和７年１２月・令和８年１月分

既に１２月・２月の児
童手当が振り込まれ
ている方は申請の必
要はありません。

注意

広報ここのえ　2025.3月号広報ここのえ　2025.3月号99



野上川河川整備事業について
●お問い合わせ　　　　　　　建設課　☎０９７３－７６－３８１１

　大分県では令和２年７月豪雨で甚大な被害が発生した野上川において、令和３年度より河川整備事業を進めています。
　令和６年度はＪＲ第一野上川橋の橋梁架替工事（橋台新設に向けた仮設工事）と親水ひろば付近の護岸工事の施工
を行いました。
　令和７年度も引き続きＪＲ第一野上川橋の橋梁架替工事(橋台新設)と親水ひろば付近の護岸工事を施工予定です。
工事期間中、皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

完成イメージ
（ＪＲ第一野上川橋）

大分県玖珠土木事務所　☎０９７３－７２－１１５２

野上小学校 出張授業

野上川河川整備事業や建設業の役割に
ついてみんなで勉強しました！
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※エシカル消費…地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動。
広報ここのえ　2025.3月号広報ここのえ　2025.3月号1111



「エコアクション２１取得に関する説明会」（参加無料）のご案内
●お問い合わせ　商工観光・自然環境課　☎０９７３－７６－３１５０

日出生台演習場のシカ・イノシシの有害鳥獣捕獲活動の実施について
●お問い合わせ　農林課　☎０９７３－７６－３８０４

　「エコアクション21」は、環境省が定めた認証登録制度です。温暖化防止や SDGｓの実践等が認められる事業者
を認証します。最近では、取引先との契約時に、エコアクション21のような環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の取得
が求められることも増えてきました。
　今回、大分県、大分市、エコアクション21 地域事務局おおいたの 3者共催により「エコアクション21の取得に関す
る説明会」を実施いたします。

【日　時】
・第 1回　令和 7 年 4月 15 日（火）14：00-15：30
・第 2 回　令和 7 年 6月 10 日（火）14：00-15：30
  ※第1回も2 回も内容は同じです。
  ※「集合型」または「動画視聴型」をお選びいただけます。
  ※「動画視聴型」は4/15（火）からYouTubeでご覧いただけます。

【集合型の会場】
・ＪＣＯＭホルトホール大分　302 会議室（大分市金池南）

【申込方法】
・メール、FAX、電子申請のいずれかの方法で参加申込書をお送りください。
・申込締切日 ： 第 1 回 令和 7 年 4月 8 日（火）、第 2回 令和 7 年 6月 3 日（火）
・申　込　先： 大分県生活環境部環境政策課
  【ＴＥＬ】０９７－５０６－３０３３（直通）
  【ＦＡＸ】０９７－５０６－１７４９
  【メール】ａ１３０９０＠ｐｒｅｆ．ｏｉｔａ．ｌｇ．ｊｐ

　春期の日出生台演習場内でのシカ・イノシシの有害鳥獣捕獲活動の実施についてお知らせします。

期間：令和 7 年 4月上旬（昨年は 4 月1日から4 月3日まで）
内容：日出生台演習場内で銃器を使用したシカ・イノシシの有害鳥獣捕獲活動を予定しています。

　実施期間中は、大変危険ですので、演習場内には立ち入らないようお願いします。詳細が決まりましたら、無線及び
データ放送でお知らせします。
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令和7年度健診希望調査を行います －年に１度健診を受けましょう－

●お問い合わせ　 　　　　   　【健診全般について】　  保健衛生グループ　☎０９７３－７６－３８３８  

　19 歳以上の町民を対象に健診受診希望調査を行います。
　受診者数把握のため受診を希望しない方も提出のご協力をお願いいたします。

【特定健診・保険証・受診券について】 　 国民年金グループ　☎０９７３－７６－３８０２

☆巡回健診では、車いすのまま胸部レントゲン検診車に入ることができるリフト車もありますので、
　介助が必要な方は事前に保健衛生グループまでご相談ください。

 世界保健機関（WHO）では、3 月 24 日を「世界結核デー」としています。「結核」は昔の病気だと思ってい
ませんか？今でも日本国内で年間約１万人が新たに発病し、1,600 人以上が命を落としている主要な感染症で
す。近年では、結核患者に占める高齢者の割合が高くなっています。ご自身の健康管理のために、健康診断
と合わせて年に1 回は胸部レントゲン検査を受けましょう。

肺がん・結核検診の自己負担金が65 歳から無料になります！！

調査票は 3 月中旬に全世帯に郵送しております。
詳しい健診の内容は、同封の「九重町健診ガイド」をご覧ください。
※希望調査提出後の検診項目や受診日の変更は可能です。

健診受診希望調査を提出します【 4 月7 日（月）締切 】

40～74 歳の九重町国民健康保検加入者、75 歳以上の後期高齢者の方
は受診券がご自宅に届きます。39 歳以下の方の受診券はありません。
※社会保険加入者は医療保険者から案内があります。

受診券が届きます（5 月頃）

★�巡回健診のうち、乳房超音波検査 (39歳以下対象 ) と託児を希望される
方は、「健診ガイド」でご確認の上、別途ご予約ください。

★施設健診（別府市）を希望する方は予約をしてください。
   【予約先：大分県厚生連健康管理センター　☎　0977-75-6154】
★個別健診（医療機関）の対象医療機関については
   【国保年金グループ　☎ 76-3802】にお問い合わせください。
※個別健診は 40歳～74歳の国保加入者と 75 歳以上の方が対象です。

予約をします
※巡回健診（町での健診）は希望調査の提出で予約完了

混雑を避けるため、問診票の事前記入をお願いします。
健診を受けます

検診セットがご自宅に届きます（５月中）

提
　
出

未
提
出

保健衛生グルー
プ に 予 約して、
健診日の前日ま
でに検診セット
を取りにお越し
ください。

1

2

3

4

5

★希望調査で巡回健診（町での健診）を「受ける」と回答した方のみ
※施設健診を予約された方は検診前に施設から検診セットが届きます
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予防接種を受けましょう
●お問い合わせ　保健福祉センター　☎０９７３－７６－３８３８

「お出かけ保健室」はじめます！
●お問い合わせ　保健福祉センター　☎０９７３－７６－３８３８

　子どもは病気にかかりやすく、かかると重症化することもあります。予防接種は感染症に対する免疫をつくり、病気の
リスクを減らします。病気になったとしても軽症ですませることができ、社会全体を感染症から守る目的もあります。
　予防接種の対象年齢になっていないか母子健康手帳を確認して、済んでいない予防接種がありましたら、お子様の
体調の良いときに予防接種を受けましょう。
　対象年齢を過ぎて接種した場合は全額自己負担になりますのでご注意ください。

　「健康診断は年に1 回。でも、普段の自分の健康ってどうなんだろう？」そんなあなたのために、気軽に健康チェッ
クができる 「お出かけ保健室」 を始めます。
　血圧や体重測定、時には、血管年齢の測定や野菜摂取量チェックなど、健康状態を “見
える化 ”する機器も使いながら、町の保健師・栄養士がアドバイス。「病気にならない
ための第一歩」として、日ごろの健康づくりに役立てませんか？
　地域のイベントや会社の行事など、身近な場所におじゃまします。ご自身の健康を見
直すきっかけに、ぜひお立ち寄りください。
　開催情報は、公式 LINEやデータ放送などでお知らせします。

接種勧奨者 予防接種の種類

３歳＊標準的な接種年齢
（生後６か月以上７歳６か月未満）

日本脳炎予防接種第１期（初回接種２回、追加接種１回）
＊追加接種は、標準的に初回２回目終了の１年後に１回接種

小学４年生
（９歳以上13 歳未満） 日本脳炎予防接種第２期

小学６年生
（11 歳以上13 歳未満） 二種混合（ジフテリア・破傷風）予防接種

　粟野本村の集会所新築工事を実施しました。
　今回の工事では、集会室を広くとり地域住
民が安心して集える施設を整備しました。

　東飯田小学校と淮園小学校のトイレ改修工
事を行いました。
　今回の工事では、感染症対策として衛生
器具を非接触型に変更し、床材や壁を抗菌
仕様として児童が安心して使用しやすいよう
乾式化・洋式化を図りました。

《特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用しました。》

▲防衛省エンブレム

▲東飯田小学校

▲粟野本村集会所

▲淮園小学校
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